
2021年4月1日

厚⽣労働省 職業安定局障害者雇用対策課

都道府県教育委員会における障害者雇用好事例集
R3.10.12作成版



都道府県教育委員会における障害者雇用状況については、

令和２年６⽉１⽇現在で雇⽤障害者数 1 3 , 1 5 6 . 0人と増加傾

向にある一方、47機関全体の実雇⽤率は 2 . 0 6％と法定雇用

率2 . 4％を⼤きく下回っており、法定雇⽤率を達成している

機関も 1 5機関（3 1 . 9％）という状況です。

今般、厚⽣労働省では、教育委員会における障害者雇⽤を

より一層促進していくために、特に障害者雇用が進んでいる

教育委員会を対象に、障害者雇⽤への取組に関する好事例を

収集し、都道府県労働局及び都道府県教育委員会で共有する

こととしました。

また、今回収集した取組は教育委員会にとどまらず、他の

公的機関及び⺠間企業においても、参考となる部分があると

考えられることから、厚⽣労働省のホームページに掲載する

こととしました。

今後も、厚⽣労働省としては、こうした好事例も活⽤しな

がら、教育委員会をはじめとする公的機関及び⺠間企業の障

害者雇用の促進に努めてまいります。
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採用前段階における事例

●採用枠、採用職種に係る検討

平成24年度から教育委員会事務局等で業務補助職員として

障がいのある方をモデル的に任用し、事務補助や環境整備等

の業務で活躍いただけるよう、公⽴学校における任⽤を拡充

し、現在、学校業務⽀援員として公⽴学校に配置している。

平成30年度から、障がい者が働きやすい職場環境づくりに

取り組むため「三重県教育委員会障がい者雇用推進チーム」

を設置し、障がい者に対する理解促進や障がい者一人ひとり

に応じた業務、勤務形態、相談体制等の職場定着の取組など

について協議を開始。

三 重

3

県⽴学校や事務局単独施設においては，⽇常的な清掃や草

取りなどの環境整備や図書の整理などの業務が⼗分に⾏えて

おらず、職員の負担となっている実態があったこと等を契機

に障害者雇用を検討し、職員が定型的に⾏っていた業務等を

集約化することにより対象業務を整理した。

広 島

障害者が就業できる業務について、やりがい、生きがいな

ども考慮しながら検討を⾏った結果、学校現場での障害者特

別枠として、農場業務員、学校事務職員、学校業務員、事務

補助員を採⽤し、県⽴図書館、県教育委員会事務局では障害

者雇用求人として採⽤を⾏うこととした。

また近隣府県の情報収集はもとより、先進的な教育委員会

を視察し、視察結果等を踏まえ、事務の集中化などについて

も検討を⾏った。

さらに、平成30年の法定雇⽤率引き上げに向けた対応とし

て、障害者特別枠、採用人数を拡大してきたところ。

滋 賀

※ 学校では、①事務補助︓⽂書整理、印刷・コピー、②業務員︓
清掃、剪定等（補助）、③農場業務︓農作物の栽培、④家畜の飼
育等（補助）の業務（職種）を会計年度任⽤職員として配置する
こととし、教育委員会内では障害者雇用求人で事務補助を会計年
度任⽤職員として配置することとしている。

現場からの意⾒集約を基に検討を⾏い、事務局では「事務

補助」、学校では従来からあった「事務補助」、「用務補

助」、「実習助手」、「寄宿舎指導員」に加え、盲学校では

「点訳作業」に従事する職員を新たに採用した。

また、複数の特別支援学校では「用務補助」を清掃や新型

コロナウイルス感染症対策（消毒作業）に専門的に従事させ

ることで、教員の負担軽減を図っている。

教員における障害者の採用数を内数から外数（障害者枠）

にして、定期的・安定的に採用できるようにした。

高 知



採用前段階における事例

●採用枠、採用職種に係る検討

熊 本

事務局において、補助的・定型的な事務を扱うワークオ

フィスを設けるとともに、スクール・サポート・スタッフ配

置支援事業（※）において、市町村⽴学校における教員の業

務⽀援に従事する会計年度任⽤職員（※）として、障害者を

優先的に任用することとした。

※ 授業以外の諸業務を補助的に⾏うスクール・サポート・ス
タッフを学校に配置し、教員の負担軽減を図ることで、教員が児
童⽣徒への指導や教材研究等に注⼒できる体制をつくるもの。

※ 具体的な任用職種は以下のとおり。

・任用職種A（一般事務）

パソコン使⽤によるデータ処理、台帳管理、各種アンケートの
集計等。

・任用職種B（事務補助）

封入作業、簡易なパソコン⼊⼒作業、定期的な事務補助等。
（ワークオフィス）

・スクール・サポート・スタッフ（小中）

授業で使用する教材等の印刷や物品の準備、教材・資料の整理、
宿題等の提出物の受け取り・確認、小テスト等の採点補助、学
校⾏事・式典等の準備補助、統計情報や校務支援システム等の
データ⼊⼒・名簿の作成補助、電話対応・来客受付、家庭への
配付文書の印刷・仕分け等。

・学校補助員（県⽴）

データ⼊⼒等の事務作業、校内実習等における補助的業務、農
作物への灌水・散水、農場等の除草等。
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教員採用選考考査において、平成21年度から⾝体に障害の

ある者を対象とした特別選考枠を設け、例年８⼈の採⽤枠を

設けている。

令和２年度選考考査から、「⾝体に障がいのある者を対象

とした特別選考考査」に知的障害者、精神障害者を加えた

「障がいのある者を対象とした特別選考」に変更して実施し

ている。

障害者を対象とする熊本県職員採用選考試験では教育事務

職員を採用しており（精神、知的障害者も対象）、例年３人

の採用枠を設けている。

熊 本



採用・配置段階における事例

障害者特別選考について、教育職員においては平成23年度

採用から一次試験の免除、平成26年度採⽤から年齢制限の緩

和（50→59歳）、令和２年度採用から精神障害者を追加等の

改善を⾏っている。

一般職員においては令和２年度採用からすべての障害種別

に対象を拡大、年齢制限の緩和（35→59歳）等の改善を実施。

●募集条件等に係る取組

埼 玉

教員採用試験（正規職員）に係る障害者特別枠については

平成26年４⽉採⽤分から施⾏しているが、平成29年から、教

員障害者特別選考の一次試験等においては「一般教養・教職

教養」等の免除や、その他の受験上の配慮を実施している。

滋 賀

香 川

従来は、⼈事担当課が異なるため別々に募集・採用試験を

⾏っていた事務員・事務補助員と司書助⼿について、令和元

年度からの募集に当たっては⼀括して募集・採⽤試験を⾏い、

併願を可能とし、受験者の負担軽減と事務の効率化を図った。
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●配置に係る取組・配慮等

学校業務支援員の配置にあたっては、職員の通勤手段や

範囲、学校規模や職員の配置状況等を総合的に勘案してい

る。

三 重

障害特性に応じて以下の対応を実施

・手話のできる教員を同じ学級に配置〈特支・聴覚障害〉

・比較的身体に負担の少ない部活の顧問を担当〈高校・心臓

機能障害〉

・体調不良等を考慮し教室の隣に休憩ができる部屋を設置、

職員用トイレに手すりを設置〈中学校・下肢不⾃由〉

埼 玉



採用・配置段階における事例

●配置に係る取組・配慮等

各学校で少なくとも１名は配置しており、学校の状況によ

り、２〜３名配置している。

滋 賀

（知的障害者や精神障害者が増加していることに対して）

職員の理解や⽀援が得られやすい特別支援学校に複数名配置

し、必要人数の確保と併せて定着支援を図っている。

また、聴覚障害がある職員のうち、聞き取りが可能な職員

については、⾳量調整機能付き電話を設置し、聞き取りしや

すい環境を提供している。

岡 山

香 川

採⽤された障害者が適切な環境で就業できるよう、障害者

本人の希望、障害種別、配慮事項、住所地、想定される業務

内容等を踏まえ、事前に各所属⻑等と調整の上、配置を⾏っ

ている。

また、事務員・事務補助員と司書助手の一括試験（前掲）

としたことで、障害種別や住所地を踏まえ、柔軟な配置が可

能となり、職場定着につながっている。

肢体障害者については配置予定校を事前に⾒学してもらい、

所属及び本⼈の了解のもと配置している。

広 島

取組開始当初は募集段階において本庁総務課で人材バンク

を設置し、登録申込があった場合、申込者の希望勤務地域や

得意な業務などを勘案の上、学校に紹介する方法としていた。

6



定着支援における事例

⽇常の業務進捗管理や服務管理、体調⾯のケアに関しては、

障害のある職員の上司や同僚が⽀援を⾏う。

また、教育局各課等および県⽴学校では心のバリアフリー

推進員を所属職員から指定し、障害者理解のための意識啓発

等の研修や働きやすい職場づくりの推進、障害のある職員か

らの相談等の対応を⾏っている。

●職場での定着支援体制

埼 玉

職場管理者が年４回⾯接を実施（年度当初の⽬標設定１回、

⼈事評価２回、⼈事異動希望調査１回）しており、この際に

希望する配慮事項がないか確認を⾏っている。

岡 山

滋 賀

障害者の職場適応⽀援員（会計年度任⽤職員）を平成31年

４月から学校へ配属（複数校を巡回担当）しており、障害当

事者⾃⾝の困りごとや不適応等の課題が把握された場合には、

障害当事者⇔ 現場の職員又は職場適応支援員 ⇔ 管理職と

いった流れで対応している。

県独自の障がい者雇用トータルサポーターが、電話による

ヒアリングや学校訪問を実施している。

三 重
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各学校において、障害者からの相談や業務指⽰を⾏うキー

パーソンを選定している。

また、本庁総務課に障害者雇用に係る相談窓口を設置し、

職場，障害者本人及び家族からの相談等を受け付けるととも

に、好事例の紹介や外部の⽀援機関との連携のサポートを

⾏っている。

広 島

香 川

障害者からの相談窓口を総務課、義務教育課及び高校教育

課に設置し、障害者の方に周知している。



定着支援における事例

●職場での定着支援体制

各所属において、班⻑や⼈事担当者が相談を受けているの

に加え、採用担当者が本庁に配置されている対象者を不定期

に訪問し、声掛け等を⾏っている。

熊 本

高 知

事務局主管課にワークステーションを設置し、各課から

随時依頼を受け、事務補助等の業務を⾏っている。ワーク

ステーションには、支援員（教員OB）を配置しており、支

援員は仕事の割振りや時間管理を⾏うとともに、障害のあ

る職員の相談窓⼝の役割を担っている。年間300件程度と

安定的な業務量を確保できており、正職員は政策⽴案等に

集中できるようになった。

●具体的な配慮・支援内容
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香 川

滋 賀

業務のやり⽅の例を図式化（可視化）して説明するようにし

ている。

また、活躍推進計画におけるワークエンゲージメント等の把

握の中でのアンケートで障害当事者の状況を把握している。

「障害者活躍推進計画」の履⾏状況点検検討部会において、

事前に障害者に実施した職場等の満⾜度に関するアンケート

結果への対応を検討するとともに、同部会に参加した障害者

から職場での配慮事項等を聴取し、その中で対応が必要な内

容があれば、検討・対応している。

対応例）⻑期療養の間、当該学校事務部⻑が親族及び主治医

と連携し、復帰に向けた環境作りを⾏い、復帰につなげた。

職員会議や校内研修で障害者の人権や障害者雇用に関する

説明及び周知を⾏うとともに、本⼈の意向を確認の上、職員

会議等で他の職員と障害についての情報を共有した。

三 重



定着支援における事例

●具体的な配慮・支援内容
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・ 「作業内容をわかりやすくするシート」を作成し、

業務の⾒通しを持ちやすくするとともに本人と支援者が

相互に業務の進捗状況を確認できるようにしている。

・ いつもと違う業務を依頼する場合は、前日などの早い

段階から本人の予定を聞いた上で依頼するようにしてい

る。

・ 「業務日誌」を活用して、業務面や体調面等の悩みを

把握している。

・ 通院等の日程にあわせて、事前に勤務日の割振りを

⾏っている。

・ 勤務時間について、通勤する公共交通機関の時刻表に

合わせて組んでいる。

三 重 〈参考〉作業内容をわかりやすくするシート



定着支援における事例

●具体的な配慮・支援内容

高 知

・事務職員が毎日５分間質問を受け付ける時間を確保して

いる。

・業務の進捗確認・調整・相談を実施の上、仕事上うまく

いかない部分があり、しんどいという申し出があれば時間

短縮を⾏い、慣れれば元の時間に戻した。

・人工透析が必要な職員に対して、勤務時間を短縮した。

・本人の申出により、事務補助から用務補助に業務内容を

変更した。

熊 本

障害のある教職員への合理的配慮の提供に向けた取組と

して、平成29年度より、各学校に対し障害のある教職員の

業務遂⾏上の⽀障等の実態把握を依頼している。

※ 学校現場での合理的配慮として、以下の対応を実施。

・校務分掌の軽減

・通院しやすい職場環境づくり

・エレベーターやスロープの設置

・洋式トイレへの改修

・職員会議でのマイク使用
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（参考）今回好事例を収集した教育委員会に係る障害者雇用状況
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令和元年 令和２年

障害者雇用数 実雇⽤率 障害者雇用数 実雇⽤率

埼玉県 478.5人 1.58％ 740.5人 2.41％

三重県 284.5人 2.29％ 310.5人 2.52％

滋賀県 223.5人 2.38％ 250.5人 2.66％

岡山県 263.0人 2.53％ 265.5人 2.54％

広島県 261.5人 2.09％ 330.0人 2.59％

香川県 159.5人 2.37％ 175.0人 2.61％

高知県 150.0人 2.55％ 178.0人 2.65％

熊本県 216.5人 2.27％ 274.0人 2.83％

※ 各年の実績は6/1現在のもの

（埼⽟県教育委員会の令和２年の実績は12/14現在のもの）


